
昭

和

五

十

年

四

月

八

日

受

領 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
質
問
の 

一
五
） 

答

弁

第

一

五

号 

   

衆
議
院
議
員
渡
辺
武
三
君
提
出
戦
災
傷
病
者
に
対
す
る
特
別
援
護
措
置
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
し
、
別
紙

答
弁
書
を
送
付
す
る
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三 

 
衆
議
院
議
員
渡
辺
武
三
君
提
出
戦
災
傷
病
者
に
対
す
る
特
別
援
護
措
置
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に 

対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

先
の
大
戦
に
お
け
る
我
が
国
の
被
害
は
甚
大
で
あ
り
、
国
民
の
多
く
は
、
何
ら
か
の
被
害
を
受
け
た
。
空
襲

等
の
戦
災
に
よ
る
傷
病
者
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
国
の
措
置
と
し
て
、
旧
戦
時
災
害
保
護
法
に
よ
る
障
害
給
与

金
、
旧
防
空
従
事
者
扶
助
令
に
よ
る
障
害
扶
助
金
等
が
一
時
金
と
し
て
支
給
さ
れ
、
ま
た
戦
災
に
よ
り
傷
病
を

受
け
た
こ
と
に
よ
り
生
活
に
困
窮
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
旧
戦
時
災
害
保
護
法
に
よ
る
生
活
扶
助
、
療
養
扶
助

等
が
行
わ
れ
た
。 

現
在
に
お
い
て
は
、
戦
災
に
よ
る
傷
病
者
と
い
う
こ
と
か
ら
特
別
の
措
置
は
講
じ
て
お
ら
ず
、
一
般
の
身
体

障
害
者
と
同
様
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
福
祉
の
措
置
、
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
福
祉
年
金
の
支
給
等 



二
に
つ
い
て 

を
行
つ
て
い
る
。
ま
た
生
活
に
困
窮
し
て
い
る
者
に
対
し
て
は
、
生
活
保
護
法
等
に
よ
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て

い
る
。 

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
り
、
軍
人
軍
属
の
ほ
か
、
旧
国
家
総
動
員
法
に
よ
る
被
徴
用
者
、
国

民
義
勇
隊
員
、
満
洲
開
拓
青
年
義
勇
隊
員
等
を
準
軍
属
と
し
て
処
遇
し
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
者
が
法
令
、

政
府
の
要
請
等
に
よ
り
軍
事
業
務
に
従
事
す
る
等
軍
人
軍
属
に
準
ず
る
地
位
に
あ
つ
た
た
め
、
国
が
使
用
者
と

し
て
の
立
場
か
ら
行
う
援
護
の
対
象
と
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の

よ
う
な
事
情
に
な
い
一
般
戦
災
傷
病
者
に
つ
い
て
は
、
準
軍
属
と
同
様
の
取
扱
い
を
行
つ
て
い
な
い
も
の
で
あ

り
、
こ
の
よ
う
な
取
扱
い
が
妥
当
性
を
欠
く
も
の
と
は
考
え
て
い
な
い
。 

政
府
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
そ
の
充
実
改
善
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ 

る
。 

四 

 



四
に
つ
い
て 

三
に
つ
い
て 

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
等
に
よ
る
援
護
の
措
置
は
、
国
と
一
定
の
使
用
関
係
の
あ
つ
た
者
又
は
そ

れ
に
準
ず
る
者
の
公
務
上
の
負
傷
等
に
関
し
、
国
が
使
用
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
行
つ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
措
置
は
、
原
子
爆
弾
の
放
射
線
を
浴
び
た
被
爆
者
の
特
殊
性
に
着
目
し
て

社
会
保
障
の
考
え
方
に
基
づ
き
行
つ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
を
有
し
な
い
一
般
戦
災
傷
病
者

に
つ
い
て
の
扱
い
は
、
一
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。 

な
お
、
一
般
戦
災
傷
病
者
の
実
態
に
つ
い
て
、
最
近
政
府
が
調
査
を
行
つ
た
こ
と
は
な
い
が
、
調
査
を
行
う

こ
と
に
つ
い
て
は
、
準
備
中
で
あ
る
。 

戦
災
に
よ
る
傷
病
者
に
つ
い
て
は
、
一
で
述
べ
た
よ
う
に
、
一
般
社
会
保
障
に
よ
り
救
済
措
置
を
講
じ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
特
別
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。 
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右
答
弁
す
る
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